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子育て支援アプリ導入事
業

２－（１）
妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートすることができる
子育て支援アプリを導入する。

R4～
R9以降

770
子育て支援
課

GIGAスクール推進事業 ２－（２）

児童生徒に１人１台ずつ整備したタブレット端末を活用して、効
果的な授業ができるようＩＣＴ支援員を配置し、学校からの質問
や機器の故障に対応可能な環境を整えます。また、学校及び
Ｗｉ－Ｆｉ環境のない家庭のインターネットにかかる通信料を負
担します。

R1以前～
R9以降

44,360 学校教育課

電子書籍購入事業 ２－（３）

本市の電子図書館システムは令和３年１０月にオープンした。
本システムは、電子書籍を貸し出す権利を取得して、市内に在
住・在勤・在学する者に電子書籍の貸出を行う新しいシステム
である。
今後、一定の利用者を確保していくため、継続的に電子図書
の充実を図る。

R3～
R9以降

7,000
中央・厚狭図
書館

文書管理システム更新事
業

現在使用している文書管理システムの利用契約が終了する令
和５年１月からの契約の更新。
行政手続の電子処理化を促進するために、電子決裁機能を追
加する。

R3～
R9以降

4,707 総務課

庶務事務システム導入事
業

庶務事務システムの導入を行うため、令和3年度に債務負担
行為を設定し、業者選定、システム構築を行い、令和４年10月
からの運用開始を目指す。
職員の勤怠管理、各課から提出される特殊勤務手当や時間外
勤務手当の確認作業に原課、人事課の担当者が毎月、多大な
時間を要し処理を行ってる。また、紙の起案用紙への押印も事
務の効率化の妨げとなっている。それらを解消する手段とし
て、ICT（情報通信技術）を活用し、入力の自動チェック機能、
電子決裁機能の追加等による行政改革に取り組むことで、事
務処理の効率化を図り、職員の負担の大幅な軽減を図るた
め、新たに庶務事務システムを導入し、事務の効率化、働き方
改革の推進を目指す。

R3～
R9以降

5,676 人事課

ＲＰＡ及びＡＩ-ＯＣＲ導入・
活用事業

他自治体においてＲＰＡ及びＡＩ－ＯＣＲの導入による作業時間
の削減効果が大きい業務と同業務に適用し、定型（単純）業務
の自動化により事務処理の効率化を図る。これにより、職員の
作業時間の削減、ヒューマンエラーをなくすことができるほか、
事務処理の効率化により生じた時間を市民サービス向上に充
てる。

R2～
R9以降

3,119
デジタル推
進室

アプリを活用した情報発信
充実事業

スマートフォンが普及し、日常生活におけるICTの利用割合が
増大する中、利便性のある情報発信ツールの１つとしてアプリ
の活用が望まれる。親和性の高いアプリLINEを導入し、情報
発信の充実・強化を進め、更なる行政サービスの質の向上を
図る。

R4～
R9以降

2,145
デジタル推
進室

キャッシュレス決済導入事
業

キャッシュレス決済対応のＰＯＳレジシステムを導入することに
より、クレジットカードや電子マネー等による現金以外での支払
方法が可能となり、市民の利便性向上及び職員の手数料収納
業務の効率化並びに、市が掲げるＩＣＴ技術の利活用による市
のデジタル化の推進を図ることが出来る。
また、現金の取り扱いが減少することで、接触機会の減少が可
能となり、新型コロナウイルス等の感染症拡大の予防となる。

R4～
R9以降

5,569
デジタル推
進室

ペーパーレス会議システム
導入事業

自治体デジタル化の一環として、庁内での会議において、タブ
レット等を活用することによりペーパーレスによる開催が可能と
なるよう環境を整備する。
タブレット端末を活用してペーパーレス会議を実現することによ
り、資料のコピー等の準備にかかる作業人件費や用紙代など
といった資料作成にかかる主な経費を大幅に削減でき、また、
データ上の資料であれば直前に修正や訂正を行うことも容易
になり、会議開催までの時間を合理化して使うことが期待でき
る。その他考えられる効果として、膨大な紙資源及び印刷コス
トに加えて、資料を処分する際にかかるコストも削減できるた
め、CO2の削減といった環境保護の一面や、配布された紙資
料の紛失を防ぐことが可能となり、情報漏洩の防止も期待でき
る。

R4～
R9以降

ゼロ予算
デジタル推
進室
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３つの横断的施策

デジタル化推進事業

将来都市像「活力と笑顔あふれるまち」を実現するため、本市
では「協創」によるまちづくりを進めている。また、「協創」による
まちづくりの一つとして、山口東京理科大学薬学部があること
を活かし「スマイルエイジング」を進めている。この取組により、
社会保障関連経費の削減や、地域コミュニティの活性化による
持続可能なまちづくりを実現することになるが、人口減少を始
めとした資源制約がある中、デジタル技術と融合させることで、
取組の可能性を広げる。具体的には、市民や団体などの各担
い手が「協創」や「スマイルエイジング」のまちづくりに主体的に
参加することを促すとともに、まちづくりの質の向上を図るため
に、デジタル技術を活用する。なお、「スマートシティ」に取り組
むに当たっては、健康やデジタル技術に係る知見を有する山
口東京理科大学との連携を図る。

R3～
R9以降

10,758
デジタル推
進室

ＤＸ協創プラットフォーム形
成事業

デジタル技術を活用した地域課題の解決及びデジタル人材育
成を図るため、DXプラットフォームの形成を推進する。
具体的には、市民や理科大生、市職員が同じテーブルでデジ
タルを活用した地域課題について話しあい、その解決に向けた
アイデアを出しあっていく。出てきたアイデアの中から、地域課
題解決等の有望なアイデアを抽出し、「市のデジタル化」への
取組の一環として、予算化・事業化に繋げていく。

R4～
R9以降

4,049
デジタル推
進室

マイナンバーカード等交付
関連事務事業

マイナンバーカードを保有した方の住所の異動や、マイナン
バーカードの申請、電子証明書の更新等の手続きの一部を南
支所でも可能とするためにR3年度に導入したシステムを運用
する。

R3～
R9以降

1,115 南支所

マイナンバーカード等交付
関連事務事業

　番号法の施行により、平成２７年１０月から国民にマイナン
バーが付番・通知され、平成２８年１月から申請者にマイナン
バーカードを交付している。交付後は、住所や氏名等の記載事
項に変更が生じた場合の券面記載事項の書き換え等の手続
や、電子証明書更新、暗証番号の変更、マイナンバーカードの
有効期限満了に伴う切替等の手続が必要となる。
　政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2019」において、
安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実
現する観点から、令和４年度中にほとんどの住民がマイナン
バーカードを保有することを想定している。
　本市では、職員が市民のマイナンバーカード申請手続きを支
援することで、カードの取得推進を図るとともに、企業・団体へ
の出張や市出先機関での申請受付、イベント出張等の申請サ
ポートを継続して行っていく。

R2～
R9以降

4,637 市民課

証明書コンビニ交付事業

　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア
や一部のスーパーマーケット等に設置されているキオスク端末
で各種証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、
税証明等）の取得が可能となる交付サービスを令和2年2月25
日から実施している。

R1以前～
R9以降

9,966 市民課

証明書等自動交付事業

　市民課では、令和２年度になってから通常の異動・証明発行
等の手続きのほかに、マイナンバーカードの手続きでの来庁者
が増え、窓口でいわゆる３密の状態になることが多い。
　窓口での混雑緩和や対面による手続きを低減させる方法の
ひとつとして、マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ
交付の利用促進が考えられる。コンビニ交付は本市において
令和２年２月２５日から取扱いを開始している。
　地域未来構想２０に掲げられる３密対策、行政ＩＴ化、防災ＩＴ
化等社会的な環境整備を進めていくうえで、マイナンバーカー
ドの普及促進は必要不可欠であり、カードの取得を促すために
もその利便性を市民に周知するための取組みを早急に進めて
いかなければならない。
　そこで、コンビニ交付で利用するキオスク端末を庁舎内に設
置し、職員が操作方法等を案内することにより、市民が操作に
慣れるための環境を整備し、コンビニ等を利用した証明書の発
行へとつなげていく。

R3～
R9以降

306 市民課
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申請書作成支援事業

　市民課では、令和２年度以降、通常の異動・証明発行等の手
続きのほかに、マイナンバーカードの手続きでの来庁者が増
え、窓口でいわゆる３密の状態になることが多いことから、マイ
ナンバーカードや運転免許証等を利用して申請書に氏名、住
所等の情報を入力することができる申請書作成支援システム
を導入した。
　本システムの導入は、マイナンバーカードの普及に伴い、こ
のシステムを利用できる市民の方が増加し、市民負担の軽減
や庁舎滞在時間の短縮により市民サービスの向上が見込まれ
る。

R3～
R9以降

436 市民課

マイナンバーカード等交付
関連事務事業

マイナンバーカードを保有した方の住所の異動や、マイナン
バーカードの申請、電子証明書の更新等の手続きの一部を埴
生支所でも可能とするためにR3年度に導入したシステムを運
用する。

R3～
R9以降

1,115 埴生支所

公立保育所栄養管理ソフト
導入事業

公立保育所に栄養管理ソフトを導入することにより、正確、迅
速な栄養管理や帳票管理を行い、加えて食物アレルギー管理
や誤食防止の徹底を図り、より安全な給食の提供に努める。ま
た、献立作成の際に工夫を凝らした行事食の実施も容易にな
り、食育面からの指導もきめ細かに行う。

R4～
R9以降

1,308
子育て支援
課

マイナンバーカード申請支
援事業

　番号法の施行により、平成２７年１０月から国民にマイナン
バーが付番・通知され、平成２８年１月から申請者にマイナン
バーカードを交付している。交付後は、住所や氏名等の記載事
項に変更が生じた場合の券面記載事項の書き換え等の手続
や、電子証明書更新、暗証番号の変更、マイナンバーカードの
有効期限満了に伴う切替等の手続が必要となる。
　政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2019」において、
安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実
現する観点から、令和４年度中にほとんどの住民がマイナン
バーカードを保有することを想定している。
　市民窓口課では、職員が市民のマイナンバーカード申請手
続きを支援することで、カードの取得推進を図る。

R1以前～
R9以降

2,042 市民窓口課

学校図書システム更新事
業

学校図書システムの老地化に伴い、機器の更新を行います。
併せて、図書館の図書システムの統合を進めることで、学校に
ない本を図書館や他校から借りることを可能とするなど、学校
図書館機能を充実・拡大させ、児童生徒の豊かな読書環境づ
くりを推進します。

R4～
R9以降

4,299 学校教育課

埴生幼稚園栄養管理ソフト
導入事業

現在、埴生幼稚園では、栄養士１名が独自で献立を作成し自
園調理を行っているが、幼稚園には栄養管理ソフトがないた
め、学校給食センターから借用したものを使用している。しか
し、学校給食に対応したソフトでは、栄養価の基準値や量が幼
稚園給食分とは異なるため、園児に応じた個別の数値を入力
する等、安全に給食を提供するために多大な時間と労力を要
している。このような状況を改善するため、幼稚園給食に対応
した栄養管理ソフトを導入する。
このソフトの導入により、食物アレルギー管理の安全性を向上
させることができる。加えて、食育指導や工夫を凝らした献立
作成業務に時間を費やすことができ、栄養価の数値以外の
様々な面に配慮した献立作成を行うことが可能になる。

R4～
R9以降

436 学校教育課
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スマイル・サイエンス事業 ２－（２）

義務教育段階から科学に対する興味、関心を喚起し、科学体
験に重点を置いた理数教育の充実を図る。
山口東京理科大学との教育連携協定の一つとして、大学キャ
ンパスを会場とし科学体験・科学作品展を開催する。

R3～
R9以降

446 学校教育課

産学官連携推進事業 ３－（４）

山口東京理科大学は、公立化及び薬学部の設置によって、学
生、教職員などの大学関係者による人口増加のほか、産学官
連携の強化による地域産業の活性化等が見込まれることか
ら、本市発展の核となることが期待されている。このため、大学
と市内企業の交流を促進することで、新商品の開発、人材育
成など幅広く連携する環境を整備する。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 商工労働課

山陽小野田市産学官連携
推進協議会

３－（４）

山口東京理科大学の公立化を契機とし、平成28年7月25日に
市、理科大、小野田商工会議所、山陽商工会議所で構成する
山陽小野田市産学官連携推進協議会を立ち上げた。４者が連
携することにより、大学の情報シーズと企業ニーズを把握し、
マッチングを支援することで、企業の課題解決、新技術・新商
品開発につなげる。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 商工労働課

山口東京理科大学連携事
業

市と山口東京理科大学は、地域の発展を目的として、平成28
年4月に新たに連携協定を締結している。平成30年4月には薬
学部が開設されており、今後も様々な連携・協力が予想される
ところである。連携の推進に当たっては、企画課が窓口となっ
て市と大学双方の連携要望をとりまとめ、円滑な実施に努めて
いる。今後も、連携の対象とする事業や連携の仕組みについ
てより良い取組となるよう進めることとし、大学の研究機関・教
育機関としての役割を踏まえつつ、地域の活性化につながる
連携事業を実施する。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 企画課

ＤＸ協創プラットフォーム形
成事業

デジタル技術を活用した地域課題の解決及びデジタル人材育
成を図るため、DXプラットフォームの形成を推進する。
具体的には、市民や理科大生、市職員が同じテーブルでデジ
タルを活用した地域課題について話しあい、その解決に向けた
アイデアを出しあっていく。出てきたアイデアの中から、地域課
題解決等の有望なアイデアを抽出し、「市のデジタル化」への
取組の一環として、予算化・事業化に繋げていく。

R4～
R9以降

4,049
デジタル推
進室

山口東京理科大学との連
携によるフォーラムの開催

山口東京理科大学の薬学部、市・大学・医師会・薬剤師会が連
携することにより、市民、市外在住者医療関係の企業・団体向
けにフォーラムを開催し、薬学部を中心とした地域の活性化と
健康ご長寿社会の実現に向けた機運の醸成を図る。

R1以前～
R9以降

500 健康増進課

スマイルエイジング薬局事
業

スマイルエイジングに向けた活動を展開する薬局を「スマイル
エイジング薬局」に認定し、市民の健康づくりをサポートする健
康拠点の体制づくりを行い、市民の健康寿命の延伸を図る。
また、市薬剤師会、山陽小野田市立山口東京理科大学、行政
の産官学連携により推進体制を強化するとともに、他関係団体
とも協働して実施できるよう支援していく。

R4～
R9以降

745 健康増進課

企業誘致展示会参加事業

小野田・楠企業団地の分譲を促進するため、首都圏等で開催
される展示会にブース出展し、企業進出の増進を図る。
また、ブースにおいて市の概要、小野田・楠企業団地の紹介の
ほか、山口東京理科大学や市内企業のコーナーを設置するな
ど産学官連携の取組も実施する。

R1以前～
R7

166 商工労働課
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石丸総合館管理運営事業
知守
運動
交流

地域福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる
開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談や人権
課題の解決のための各種事業を総合的に行う。市が運営し、
地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、地域住
民の生活課題に応じた事業を行う。人権問題に取り組む体制
を整備する。

R1以前～
R9以降

2,528
市民活動推

進課

地域運営組織推進事業 交流 １－（１）

人口減少や高齢化等により住民に最も身近な地域活動が難し
くなっているといわれる中、地域の生活や暮らしを守るため、地
域で暮らす人々が中心となって形成され、地域の様々な関係
主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、
地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織である
「地域運営組織」の形成に向けた取組を行う。

R4年度は、地域づくりに関する専門家の派遣、ワークショップ
の開催、先進地視察を行う。

R3～
R9以降

553
市民活動推
進課

社会教育士育成事業 交流 １－（１）

地域自らが多様化、複雑化する地域課題解決に向けた取組を
実践していくには、地域住民、団体、市、企業等の多様な主体
のコーディネート役が必要である。その役割を担う「社会教育
士」を、現社会教育主事取得者に補充受講を受けさせること
で、社会教育士資格者として育成する。

◆取得予定人数：2人（現社会教育主事取得者）
◆受講計画（開催地未定）
・期間：R4年　8日間想定
・受講場所：未定（旅費は東京想定で計上）

R4～
R5

418
市民活動推
進課

社会教育主事資格取得事
業

交流 １－（１）

社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務
局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的
技術的な助言・指導に当たる役割を担う。本市の社会教育推進
の推進のため、人材確保に努める。

R1以前～
R9以降

335 社会教育課

ねたろう保育園運営事業

知守
食事
運動
交流

２－（１）
公立保育所再編基本計画に基づいて整備したねたろう保育園
を運営する。

R4～
R9以降

25,100
子育て支援
課

地域子育て支援拠点事業
食事
交流

２－（１）

市内３箇所の保育園（さくら・姫井・貞源寺第二）で月曜日から
金曜日までに5時間開設。（H29年度までは焼野保育園でも実
施）
子育て世代の交流の場を提供し、子育て相談の受付や子育て
支援に関する講習会を実施。
また、近隣の児童館に出張し、育児相談及び育児講習を実施
する。

R1以前～
R9以降

25,194
子育て支援
課

子育てコンシェルジュ事業 交流 ２－（１）

子育て世代が集まる子育て支援拠点施設等に積極的に出向
き、子育て世代の実態を拾い上げ、声のかけやすい子育て相
談窓口となり、子育て世代のニーズの把握、個々に必要な情報
提供や相談、助言等を行い、子育て世代の応援及び自立を支
援し、いきいきと楽しく子育てができる地域社会をつくる。

R1以前～
R9以降

40
子育て支援
課

子育て総合支援センター管
理・運営事業

交流 ２－（１）

子育て世代の誰もが気軽に立ち寄ることができ、子育てに関す
る相談助言、情報交換や交流を行い、妊娠期から寄り添った継
続的な支援を各事業と連携して行うことで、子どもの健やかな
成長を支援するための拠点施設である「子育て総合支援セン
ター（スマイルキッズ）」の管理運営を行う。

R1以前～
R9以降

6,485
子育て支援
課

地域子育て支援拠点（スマ
イルキッズ）事業

食事
交流

２－（１）

子育て総合支援センターにおいて、乳幼児と保護者が相互の
交流を行うことができる場所を開設し、子育てに関する相談・助
言、情報提供、子育てに関する講習開催等の子育て支援を行
う。

R1以前～
R9以降

755
子育て支援
課

キッズファーム事業
食事
交流

２－（１）

　子育て支援の拠点である子育て総合支援センタースマイル
キッズに小規模の畑を整備し、未就学児をもつ親子が参加し、
地域住民の指導のもとに、野菜の苗植え、水やり、収穫等の体
験を行う。　収穫した野菜は、地域住民と収穫時に試食したり、
キッズキッチンでの食育講座の食材に活用する。毎回地域の
方に耕運機を借りていたが、今後もこの事業を継続するため耕
運機を購入する。

R1以前～
R9以降

137
子育て支援
課
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ベビースマイル事業 交流 ２－（１）

子育て総合支援センタースマイルキッズで、子育て中の市民と
一緒に子育て世代の親子が参加できるフェスタの企画運営を
行うとともに、子育て世代のサークル活動やイベント企画実施
等を支援することにより、子育て世代の交流の促進、趣味・特
技が生かせる場を提供する。

R1以前～
R9以降

300
子育て支援
課

ファミリーサポートセンター
事業

交流 ２－（１）

子育ての援助を受けたい方と援助ができる方とによる地域の
相互援助組織であるファミリーサポートセンターの運営を行う。
会員の募集や登録事務、援助に関する調整、講習会、交流会
の開催及び広報紙の発行。

R1以前～
R9以降

301
子育て支援
課

地域組織活動育成事業 交流 ２－（１）

地域における親子及び世代間の交流、文化活動、その他児童
福祉の向上を図る活動に専ら取り組む団体に対して補助金を
交付することにより、地域での子育て支援体制の充実を図る。
　市内７団体（本山・赤崎・小野田・高泊・高千帆・出合・厚陽）

R1以前～
R9以降

1,040
子育て支援
課

妊婦健康診査事業 知守 ２－（１）
母子健康手帳及び妊産婦健康診査補助券交付申請書を兼ね
た妊娠届出書を提出した者に、妊婦健康診査補助券を交付（１
４回）し、妊婦健康診査を実施。

R1以前～
R9以降

40,824 健康増進課

産前産後サポート事業（マ
タニティひろば）

知守
交流

２－（１）

市内に在住する妊産婦とその家族を対象に、妊娠・出産や子
育てに関する悩み等について保健師等の専門家による相談支
援を行うとともに妊産婦同士の相互交流により家庭や地域での
妊産婦等の孤立感の解消を図る。また、妊娠・出産・育児に関
する正しい知識の習得により妊産婦の健康管理の向上を図
る。参加者が参加しやすいように、平日だけでなく休日にも開
催する。新型コロナウイルス感染症対策のため、オンラインでも
開催する。

R2～
R9以降

258 健康増進課

母子保健健康教育事業 知守 ２－（１）

乳幼児の健康保持増進及び子育て支援のため、専門家の講
話及び実習を通じて正しい知識の普及に努めるため教室を開
催する。オンラインに関しては、感染症拡大で、対面での実施
が困難な時のみ実施する。

R1以前～
R9以降

254 健康増進課

発育・発達事業（療育教
室）

知守 ２－（１）

幼児健診等において、経過観察が必要とされた児及び育児に
不安を持つ保護者に対して、親子遊び、育児相談、発達相談
等の療育教室を実施する。定期的に利用することで保護者が
育児に自信が持てるようになったり、児の発達を中心に障害と
の付き合い方や児の見方について学ぶことで早期療育につな
げるなどの早期の発達支援を行う。

R2～
R9以降

234 健康増進課

定例育児相談（すくすく相
談）・随時育児相談事業

知守 ２－（１）

乳幼児の健康的な発育・発達及び育児支援を図るために定期
的に相談できる場として育児相談を開催する。また不安に感じ
たときにいつでも対応できるよう、随時で対応する。新型コロナ
ウイルス感染拡大状況に応じて来所できない場合はオンライン
での相談も含めて継続して対応する。

R1以前～
R9以降

健康増進課

母子家庭訪問指導事業 知守 ２－（１）

ハイリスク妊婦とその出生児、第一子新生児及び母子保健推
進員実施の生後４か月までの全戸訪問で乳児に会えなかった
場合等に訪問し訪問指導を実施する。各種健康診査未受診者
に対する受診勧奨及び安否確認も行う。

R1以前～
R9以降

健康増進課

子育て世代包括支援セン
ター（母子保健型）

知守 ２－（１）

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を実施す
る。保健師等がすべての妊産婦の状況を継続的に把握し、総
合的な相談支援や必要に応じて関係機関と連携して支援プラ
ンの策定を行う子育て世代包括支援センターを運営する。

R1以前～
R9以降

3,138 健康増進課

産婦健康診査事業 知守 ２－（１）

産後うつの予防や新生児への虐待予防を図るため、産後２週
間、産後１か月など出産間もない時期の産婦に対する健康診
査を実施する。産後の初期段階における母子に対する支援を
強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を
構築する。

R1以前～
R9以降

3,623 健康増進課

産後ケア事業 知守 ２－（１）

産後に心身の不調、または育児不安のある等、支援が必要と
認められる産婦に対して心身のケアや育児サポートのきめ細
かい支援及び休養の機会を提供することにより、産後も安心し
て子育てができる支援体制を確保する。

R1以前～
R9以降

612 健康増進課
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母子保健推進員育成・活
動支援事業

交流 ２－（１）

母子保健施策を推進するために、母子保健事業への協力や周
知、普及啓発を行い、市民と行政のパイプ役として積極的な子
育て支援活動を展開することにより、各地域に母子保健推進員
を配置し、地域での活動展開を支援する。

R1以前～
R9以降

720 健康増進課

妊婦歯科健康診査事業 食事 ２－（１）

妊娠中の流早産の原因には様々あるが、歯周病はその一つに
挙げられる。妊娠中の歯科保健対策として、妊婦歯科健康診
査を実施することで歯周病の予防、早期発見を行い、適切な治
療に結びつけ妊娠・出産が安心できるように支援する。

R2～
R9以降

771 健康増進課

多胎妊産婦支援事業 知守 ２－（１）
多胎妊婦に対して、妊婦健康診査費用の追加助成を行うことに
より心身等の負担を軽減し、母子とその家族が安心して出産で
きるように支援する。

R4～
R9以降

139 健康増進課

マタニティ・ブックスタート事
業

知守 ２－（１）

妊娠中の母親へ絵本を１冊プレゼントし、赤ちゃんがお腹の中
にいる時から２歳児になるくらいまで、親が絵本の読み聞かせ
を行うことで、絵本への興味を喚起し、子どもの心の成長を支
える。

R1以前～
R9以降

671
中央・厚狭図
書館

生活改善・学力向上プロ
ジェクト事業

知守 ２－（２）

家庭での生活習慣の改善や授業開始前のモジュール学習の
実施により、児童生徒の学習意欲・基礎学力の向上を図る。
平成３０年度は、松原分校を除き、全小・中学校で年間を通して
モジュール学習を計画どおり実施するとともに、７月に全児童・
生徒に対し生活調査を実施して分析し、必要に応じて個別指導
を行った。

R1以前～
R9以降

1,100 学校教育課

子ども市民教育推進事業 知守 ２－（２）
市民向けに行っている出前講座を子ども用にアレンジし、市職
員等が本市の特色や公共の仕組み等を小・中学生に教えるこ
とにより、公民としての資質を育てる。

R1以前～
R9以降

62 学校教育課

市民活動支援事業 交流 ２－（３）

市民活動に関する情報の提供、人材の育成、交流機会の提供
等により、市民活動団体の自主的・主体的な活動を促進する。
また、協創によるまちづくりを推進するための本市のファンづく
りを目的とした「スマイルプランナー」の運営の強化を図る。

R1以前～
R9以降

327
市民活動推
進課

コミュニティ・スクール推進
事業

交流 ２－（３）

学校、保護者、地域住民が共に知恵を出し合い、意見を学校
運営に反映させて協働し、小・中学生の豊かな成長を支えてい
くため、全ての小・中学校に学校運営協議会を置いてコミュニ
ティ・スクールを推進する。

R1以前～
R9以降

190 学校教育課

スク－ルアドバイザ－配置
事業

交流 ２－（３）

コミュニティ・スクールの機能である「学校支援、学校運営、地
域貢献」の充実を図るため、学校運営協議会、地域協議会で
の助言・支援や各種マネジメントを行うスクールアドバイザーを
配置する。

R1以前～
R9以降

1,914 学校教育課

社会教育推進事業（地域
交流センター分）

知守
食事
運動
交流

２－（３）

　１１館ある本市公民館施設は、令和４年度から地域交流セン
ターとして市長部局へ移管されることとなり、多様な人々と行政
が、持続可能な地域社会の維持という共通の目的のもと、とも
に地域課題に向かい合う「協創によるまちづくり」を実践していく
こととなった。今後は、全市的に「地域づくり」に取り組んでいく
こととなるが、社会教育課においては、「地域づくり」に関与でき
る人材の発掘・育成を行っていくため、地域交流センターにお
ける各種主催事業をより深化させ、学びを通じた「人づくり」を
充実させていくこととする。

R4～
R9以降

4,217 社会教育課

地域学校協働活動推進事
業

交流 ２－（３）

従来、学校支援地域本部事業として行われてきた地域による
学校への一方向の「支援」から、地域と学校のパートナシップに
基づく双方向の「連携・協働」へと発展させて、地域の将来を担
う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深めること
により、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校
を核とした地域づくり」を推進する。

R1以前～
R9以降

5,303 社会教育課

放課後子供教室事業 交流 ２－（３）
「放課後子ども教室」を実施している。各教室にコーディネー
ターを配置し、企画運営を委託している。また、地域住民が安
全管理員として、児童の活動を補助している。

R1以前～
R9以降

2,337 社会教育課
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家庭教育支援事業
知守
交流

２－（３）

家庭教育支援チームを中心に、家庭教育や子育てに関する情
報提供、相談対応のコーディネートを行う。主に、就学時健康
診断時に保護者を対象として実施する「子育て講座」や「相談
対応業務」を実施する。今後、公民館と連携した子育て講座の
開催等も取り組む。

R1以前～
R9以降

355 社会教育課

家庭教育支援事業（中学
校区分）

知守
交流

２－（３）

「やまぐち型地域連携教育」の仕組みを生かし、概ね中学校区
で学校等と連携しながら、地域の実情に応じた家庭教育支援を
行うため、小野田中学校区家庭教育支援チームを立ち上げ
た。小学校区ごとに行ってきたこれまでの活動を中学校区に広
げ、子育てサロンや「親の学び」プログラム㏌小野田などを開
催している。学校等との連携を生かして、幼稚園、保育所、小
学校、中学校の保護者のつながりづくりをを行い家庭教育の充
実に向け取り組んでいく。

R1以前～
R9以降

150 社会教育課

子ども読書活動推進計画
推進事業（経常分）

知守 ２－（３）

全ての子どもがあらゆる機会及び場所において、自主的に読
書活動を行うことができるように、環境づくりを行う。令和４年度
は、平成３０年度に策定した第三次子ども読書活動推進計画に
基づき、科学を柱にした「ちっちゃなかがくのおはなし会」等を行
う。

R1以前～
R9以降

114
中央・厚狭図
書館

子ども読書活動推進計画
推進事業（臨時分）

知守 ２－（３）

全ての子どもがあらゆる機会及び場所において、自主的に読
書活動を行うことができるように、環境づくりを行う。令和４年度
は、第二次子ども読書活動推進計画により開始した「絵本で子
育て出前講座」を継続して行う。
また、第三次計画は令和４年度で終了するため、年度中に第
四次計画を策定する。

R1以前～
R9以降

259
中央・厚狭図
書館

図書資料購入事業（経常
分）

知守 ２－（３）

近年、高度情報化などが急速に進む中で、地域課題の増加や
市民の学習意欲に対応した図書資料の充実が求められてい
る。このため、各分野の図書資料を購入し、地域の情報拠点と
して整備する。

R1以前～
R9以降

15,425
中央・厚狭図
書館

電子書籍購入事業 知守 ２－（３）

本市の電子図書館システムは令和３年１０月にオープンした。
本システムは、電子書籍を貸し出す権利を取得して、市内に在
住・在勤・在学する者に電子書籍の貸出を行う新しいシステム
である。
今後、一定の利用者を確保していくため、継続的に電子図書の
充実を図る。

R3～
R9以降

7,000
中央・厚狭図
書館

現代ガラス展開催事業 交流 ３－（２）

本市のガラス文化の魅力を発信するため、平成１３年度から３
年に１度開催している「現代ガラス展in山陽小野田」の第9回展
を令和5年度に開催する。令和４年度は、開催に向けた準備を
行う。
第9回展は、これまでの開催内容に工夫を凝らしながら、ガラス
文化の魅力をさらに引き出し、交流人口の増加を図るほか、令
和2年度開催の第8回展に引き続き、東京・上野の森美術館を
会場とした特別作品展を開催し、ガラス文化の発信とあわせ
て、本市の魅力を首都圏で広く発信する。

R1以前～
R9以降

3,000
文化スポー
ツ推進課

ガラス文化推進事業 交流 ３－（２）

　市内外の行事等で出張ガラス体験教室を開催し、多くの人が
本市ガラス文化に興味を持つきっかけとするとともに、きららガ
ラス未来館をＰＲし来館を促すことで、本市のガラス文化の推
進を図る。また、市内各所にガラス作品を展示することで、身近
な場所で様々なガラス作品に触れることのできる環境を整え
る。

R1以前～
R9以降

358
文化スポー
ツ推進課

かるたによるまちづくり推
進事業

交流 ３－（２）

市内各所でかるた教室を開催することで、市内全域への競技
かるたの普及を進める。
また、教室参加者や競技者を対象としたかるた大会を開催する
ことにより、競技者のさらなる増加を図ることで、「かるたのまち
山陽小野田」の魅力を発信し、交流人口の拡大を図る等、かる
たによるまちづくりを展開する。

R1以前～
R9以降

500
文化スポー
ツ推進課

レノファ山口とのパートナー
シップ事業

交流 ３－（２）

スポーツによるまちづくりと市民の一体感醸成のため、レノファ
山口を活用し、選手による幼稚園・保育園児や小学生とのス
ポーツ交流事業など選手やスタッフ等と市民が交流する場を作
ることにより、市民の一体感の醸成を促し、地域活性化やス
ポーツによるまちづくりを推進する。
令和３年６月に市とレノファ山口との間で締結した包括連携協
定に基づき、社会課題や地域課題の解決に向けて双方で連携
した事業を実施する。

R1以前～
R9以降

800
文化スポー
ツ推進課
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パラサイクリング支援の輪
拡大事業

運動
交流

３－（２）

パラサイクリングの主要競技の一つであり象徴的な機材である
タンデム自動車の体験会を実施し、パラサイクリングの魅力や
本市とナショナルチームとの関わりの紹介を通じて、パラサイク
リングを支援する人の輪を拡大する。
また小学校等での出前講座の実施により、パラサイクリングに
対する市民への周知を図る。
【体験会】初心者向け　４回、中級者向け　２回

※Ｒ４　タンデム自転車購入は地域公益事業で対応予定

R1以前～
R9以降

200
文化スポー
ツ推進課

パラサイクリングのまちＰＲ
事業

交流 ３－（２）

東京２０２０パラリンピック後においてもパラサイクリング日本代
表チームの支援を継続することで、パラサイクリングのまちとし
て情報発信を行う。また市民との交流事業を実施し、障がい者
スポーツの支援、共生社会の推進を図る。

R2～
R9以降

1,700
文化スポー
ツ推進課

アプリを活用した情報発信
充実事業

知守
食事
運動
交流

スマートフォンが普及し、日常生活におけるICTの利用割合が
増大する中、利便性のある情報発信ツールの１つとしてアプリ
の活用が望まれる。親和性の高いアプリLINEを導入し、情報発
信の充実・強化を進め、更なる行政サービスの質の向上を図
る。

R4～
R9以降

2,145
デジタル推
進室

ハロウィンイベント実施事
業

交流

市のイメージカラー「オレンジ」との親和性が高く、若者に人気
のハロウィンに着目し、10月下旬、映像等を効果的に活用した
作品の上映やステージショー等の参加型イベント「スマイル・ハ
ロウィンパーティー」を開催する。市の魅力を大々的にＰＲする
とともに、同イベントに関わった人に本市に対する誇りや愛着を
持っていただくきっかけとする。また、10月の１か月間、「スマイ
ル・オレンジフェア」を実施し、参加事業所によるサービス提供
やディスプレイコンテストの開催、関連イベント等の連携を図る
ことで、市内全域における交流人口の増加を狙う。令和4年度
以降においても、交付金がなくなるほか、新型コロナウイルス
感染症による影響が継続すると想定した上で、「スマイルハロ
ウィンさんようおのだ」をどのように展開していくことができるの
か、どのようなアイデアが考えられるのかなどについて、実行
委員会を中心として意見を取りまとめる。

R1以前～
R9以降

5,000
シティセール
ス課

観光ボランティアガイド活
動支援事業

交流

観光客等へのホスピタリティ向上を目的として、観光ガイド団体
が実施する事業（ガイド派遣事業・ガイド育成事業等）に山陽小
野田観光協会が補助金を交付することにより、同会を通じて活
動を支援する。

R1以前～
R9以降

100
シティセール
ス課

おもてなしサポーター育成
事業

交流

ホスピタリティの向上を目的に、市内観光関係団体を対象に本
市の観光資源の知識、観光案内のノウハウを教授し、事業所
を訪れた方に観光案内や情報を提供する。また、新たな観光パ
ンフレットの作成や観光情報を入手した場合には、おもてなし
サポーターにこまめに連絡するなど、連携を密にすることで、観
光客の満足度を高めていく。

R1以前～
R9以降

100
シティセール
ス課

ホームページを活用したま
ちの魅力発信事業

知守
食事
運動
交流

ホームページによる情報発信は、リアルタイムで発信できるこ
と、多くの詳細な情報を発信できること等の利点がある。利用し
やすい、役に立つホームページとなるよう、その機能を最大限
に活用し、迅速な情報提供や情報更新を行うことで発信情報の
充実を図る。併せて、まちの魅力を積極的・継続的に発信し、シ
ティセールスを推進するとともに、SNSと連携するなどして、若
い世代が市政情報に目を向ける機会を増やす。また、ホーム
ページ稼働に必要なシステムを、保守契約によって技術的支援
を得るとともに、バージョンアップ等に対応する。

R1以前～
R9以降

623
シティセール
ス課

広報紙発行事業

知守
食事
運動
交流

市政情報発信において、広報紙は本市の基幹的な広報媒体で
ある。市政情報を適切かつ効率的に提供するとともに、一方的
なお知らせにならないよう、市民の「知りたい」に応える広報、
正しく伝わる広報を目指す。併せて、市の魅力を発信するな
ど、本市に対する誇りや愛着の喚起・誘発に取り組み、シティ
セールスを推進する。

R1以前～
R9以降

14,527
シティセール
ス課

広報紙発行事業（臨時分）

知守
食事
運動
交流

市政情報発信において、広報紙は本市の基幹的な広報媒体で
ある。近年、製紙代、インク代などの印刷コストが高騰してお
り、平成25年度からページ単価が増加している。今後もコストの
高騰が予想されるが、広報紙はまちの「今」を市民に届ける貴
重な伝達ツールで、市民と行政の協働によるまちづくり基盤の
構築という重要な役割がある。分かりやすく読みやすい広報紙
となるよう、ページ内容を精査した上で、臨時的経費として広報
印刷製本費を計上する。

R1以前～
R9以降

5,250
シティセール
ス課
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市政情報発信事業

知守
食事
運動
交流

市政情報を伝える手段として主に広報紙やホームページを活
用しているが、より多くの人や広域へ市政情報を伝えるため、
報道機関（新聞）を通じた情報発信を行う。地域に密着した情
報を提供する地方紙は、市民、特に高齢者層からの支持を多く
得ており、大きな影響力を持っている。よって、市民向けの情報
をシティインフォメーションとして地方紙に掲載し、情報発信の
効果を増幅させ、報道機関を活用した効果的・効率的な情報発
信を行っている。
また、市役所・山陽総合事務所・市民病院・スマイルキッズの4
か所にモニターを設置し、モニター広告として市政情報を映像
と音声で放映している。

R1以前～
R9以降

327
シティセール
ス課

市政情報発信事業（コミュ
ニティＦＭ）

知守
食事
運動
交流

市政情報を伝える手段として主に広報紙やホームページを活
用しているが、より多くの人や広域へ市政情報を伝えるため、コ
ミュニティFMスマイルウェ～ブを活用し、主にイベント、募集な
どをパーソナリティーが読み上げるシティインフォメーション（1
回10分週7回）を放送する。また、市職員とパーソナリティーが
スタジオに入り、トーク形式で伝えるオリジナル番組（1回60分
週1回）を放送する。

R1以前～
R9以降

4,643
シティセール
ス課

ＳＮＳを活用したまちの魅
力発信事業

知守
食事
運動
交流

本市ではフェイスブック（Ｈ26年6月～）、ユーチューブ（Ｈ31年4
月～）、ツイッター（令和3年1月～）による情報発信を行ってい
る。ＳＮＳの特性である拡散性、即時性、視覚的な効果を生か
し、市政情報やイベント情報、災害時の緊急情報、取材現場か
らの話題、旬の情報、美しい風景などを効率的、効果的に発信
して、より多くの人へ本市の魅力を知ってもらい「本市のファン」
を増やす。

R1以前～
R9以降

シティセール
ス課

ふるさとづくり推進事業 交流

市ふるさとづくり協議会、校区ふるさとづくり協議会の運営又は
実施事業に対して、補助金を交付することで、地域の特色ある
活動を支援する。市ふるさとづくり協議会の運営については、
庶務、会計ともにほぼ自立して行っており、今後は事務局として
のサポートは行いつつも、完全自立に向けて、さらに指導・助言
していく。
有帆ふるさとづくり協議会に対してふるさと創生事業により整備
したほたる飼育施設の維持管理及び飼育に必要な経費の一部
を助成することで、その活動を支援する。

R1以前～
R9以降

3,181
市民活動推
進課

地域振興諸行事支援事業 交流
各種団体が開催するイベントに係る経費の一部を補助すること
で地域振興と交流促進を図る。
補助対象：全10事業

R1以前～
R9以降

2,260
市民活動推
進課

自治会組織活性化事業 交流

地域コミュニティの維持発展のため、単位自治会に対して運営
費補助金を交付し、その自主的活動を支援する。また、単位自
治会へは月２回広報紙等の文書配布を行う。また地域コミュニ
ティの維持発展のため、自治会連合会に対して運営費補助金
を交付し、その自主的活動を支援することで、市内全域での活
動の活性化を図り、自治会加入世帯の維持・確保を進める。

R1以前～
R9以降

66,156
市民活動推
進課

女性団体連絡協議会等支
援事業

交流

女性団体連絡協議会（女性リーダー）と行政の協働を通じ、女
性のネットワーク連携を維持し、男女共同参画社会作りに向け
て必要不可欠な、女性の連携体制の維持、拡張に努め、共に
社会的課題とその問題解決に向けて効果的な事業を実施す
る。

R1以前～
R9以降

176
市民活動推
進課

多文化共生推進事業 交流

本市における外国人（主にオールドカマー）の人口は、約800人
で年々増加傾向にあるため、多文化共生の観点から学習支援
や国際交流などの事業の必要性が高まっている。
本市在住の外国人との交流等を通じて、国籍や民族などの異
なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を
築き、地域社会の構成員として共に生活していくための環境整
備が必要である。
Ｒ3年度からは山陽地区で新たに日本語教室を開設したが、Ｒ4
年度以降は文化庁の補助が終了するため、運営方法が課題と
なっている。
その他、日本人や外国人が気軽に集える場の提供や情報発信
の実施について検討する。

R4～
R9以降

市民活動推
進課

市民館管理運営事業（文
化ホール）

交流
市民の芸術文化の振興を図り、集会等の場を提供する施設と
しての役割を維持するため、計画的な保守管理・修繕に努め
る。

R1以前～
R9以降

16,750
文化スポー
ツ推進課
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文化会館管理運営費（経
常分）

交流

 文化会館は平成６年４月の開館以来、市の芸術文化の中核施
設であり大ホールの施設・舞台環境は、専門家からも高い評価
を受けている。今年度も、多くの市民に利用されるよう適切に管
理運営を行う。

R1以前～
R9以降

38,437
文化スポー
ツ推進課

（主催）アウトリーチ事業
（臨時）

交流
身近な施設に出向いて質の高い芸術文化に触れる機会を提供
しすることで、だれもが気軽に芸術文化に親しむことができる環
境づくりを進める。

R2～
R9以降

600
文化スポー
ツ推進課

（主催）アウトリーチ事業
（臨時）

交流

普段コンサートホールに行くことが難しい人にも質の高い芸術
文化に触れてもらうため、身近な施設に出向いて芸術文化に触
れる機会を提供し、だれもが気軽に芸術文化に親しむことがで
きる環境づくりを進める。

R2～
R9以降

600
文化スポー
ツ推進課

（主催）山口県交響楽団演
奏会

交流
市民が生のオーケストラ演奏に触れる機会を提供し、身近な芸
術文化に親しむ環境づくりを推進するため、山口県交響楽団の
演奏会を実施する。

R1以前～
R9以降

531
文化スポー
ツ推進課

（主催）ＮＨＫ公開番組 交流
市とＮＨＫの主催で公開番組を実施する。実施及び番組内容が
内定した際には、協定書をの締結し、市の分担となるPR、観覧
者の募集作業、舞台の準備等の業務を進める。

R1以前～
R9以降

220
文化スポー
ツ推進課

きららガラス未来館管理運
営事業

交流

ガラス体験学習の場として市内外から多くの人に来館していた
だけるよう、適切な施設の管理運営を図る。
（現在の指定管理期間）H31～R5年度

※平成６年開館、平成２０年度から指定管理者制度を導入し、
民間活力を活かした施設の効率的運営を行っている。

R1以前～
R9以降

33,382
文化スポー
ツ推進課

（主催）ピアノマラソン大会 交流

ピアノマラソン大会は、公募した演奏者が、スタインウェイピアノ
で一人一曲ずつを連続して演奏し、トータルの演奏時間を記録
する催しである。文化会館が会館した翌年（平成７年度）から実
施している事業であり、近隣で同様の事業を実施している自治
体はなく、今後も本市の特徴ある事業として継続実施していく。

R1以前～
R9以降

842
文化スポー
ツ推進課

（主催）少年少女合唱祭 交流
第２１回国民文化祭・やまぐち2006「少年少女合唱祭」で得られ
た成果を引き継ぎ、児童合唱グループの交流及び活性化を目
的として、県内の少年少女合唱団による発表会を開催する。

R1以前～
R9以降

321
文化スポー
ツ推進課

市民文化祭 交流

市民の自発的な芸術文化活動をさらに活性化させるため、日
頃の成果発表の機会として実施する。
（９部門：市民音楽祭、日本舞踊祭、邦楽、華道、展覧会、茶
会、洋舞演劇、俳句、短歌）

R1以前～
R9以降

348
文化スポー
ツ推進課

民間連携による文化活動
の場づくり事業

交流

活動意欲のある市内の芸術家を中心に結成された「アーティス
トBOX」の企画運営により、多彩な芸術のコラボレーション展覧
会を開催することで、会員相互の交流を図りつつ、市民が気軽
に芸術文化に触れる機会を設ける。

R1以前～
R9以降

47
文化スポー
ツ推進課

文化協会の育成・支援、補
助事業

交流
文化協会への支援及び補助を行うことで、市民の幅広い芸術
文化活動への参加や質の高い芸術文化に触れる機会の充実
を図る。

R1以前～
R9以降

990
文化スポー
ツ推進課

市民館管理運営事業（体
育ホール）

交流
市民体育（スポーツ）の振興を図り、イベントが開催できる施設
としての役割を維持するため、計画的な保守管理・修繕に努め
る。

R1以前～
R9以降

4,091
文化スポー
ツ推進課

体育施設管理事業
運動
交流

市体育施設を適切に維持管理する。

多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するた
め、施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの
向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的とし、指定
管理者による管理を実施する。
・指定管理制度による維持管理の実施
・施設の老朽化に係る修繕事業の実施
・体育施設備品の購入

R1以前～
R9以降

48,293
文化スポー
ツ推進課
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学校・民間体育施設開放・
活用事業

運動

地域住民の多様なニーズに幅広く対応するため、学校施設を
含む施設の開放を促進し、スポーツを「する」環境を整える。

対象となる開放学校・民間施設（小中学校を除く）
・小野田高校、小野田工業高校、厚狭高校、サビエル高校
・山口東京理科大学
・中国電力グラウンド、日本火薬体育館

R1以前～
R9以降

文化スポー
ツ推進課

競技スポーツ推進事業 運動

体育協会に加盟しているスポーツ団体などの活動を支援し、大
会を開催することなどでスポーツを振興し、スポーツ人口の増
加を図る。
また、体育振興旅費補助金交付要綱に基づき、旅費を助成す
るなどの支援を行うとともに、懸垂幕等を掲出することで達成感
や向上心を醸成し、競技力の向上を図る。

R1以前～
R9以降

4,371
文化スポー
ツ推進課

生涯スポーツ推進事業 運動

市民が年齢・体力などに応じてスポーツに気軽に親しめるよう、
ニュースポーツを普及したり、総合型地域スポーツクラブの育
成や新規設立支援などを行うなど、地域のスポーツの拠点を整
備し、生涯スポーツを振興する。

R1以前～
R9以降

466
文化スポー
ツ推進課

スポーツ教室開催事業
運動
交流

競技団体やスポーツ推進委員等と連携してスポーツ教室を開
催し、スポーツ活動をする機会を充実させる。

【実施種目】
・テニス　・バドミントン　・水泳（夏休み小学生水泳教室）　・エン
ジョイスポーツ（一般水泳）

R1以前～
R9以降

1,971
文化スポー
ツ推進課

スポーツ団体・指導者育
成・支援事業

運動

児童がスポーツをするうえで重要な役割を持つスポーツ少年団
などのスポーツ団体の指導者や地域のスポーツ活動を支える
スポーツ推進委員など、スポーツを支える「人財」を育成し、ス
ポーツ推進する基盤をつくる。

市体育協会の運営費の補助金を支出し、活動を支援する。

R1以前～
R9以降

2,428
文化スポー
ツ推進課

市民ふれあいスポーツ大
会運営事業

運動
交流

スポーツをする機会づくり、地域間の交流を目的に、ソフトボー
ル、ソフトバレーボール、グラウンドゴルフ、ペタンク、アジャタの
5競技を基本種目として、市民ふれあいスポーツ大会を開催す
る。

R1以前～
R9以降

388
文化スポー
ツ推進課

市民マラソン大会運営事業
運動
交流

スポーツをする機会づくり、地域間の交流を目的に、、１月に厚
陽地区で市民マラソン大会を開催する。

【種目】1.5ｋｍ親子ペア、3ｋｍ、5ｋｍ、10ｋｍ

R1以前～
R9以降

441
文化スポー
ツ推進課

出前講座運営事務 知守
市民が行政に対する理解と関心を深め、市民参加による市民
本位の開かれた市政を目指すため、市民（団体）からの申し出
により、職員を講師として出前講座を実施する。

R1以前～
R9以降

12 生活安全課

介護支援ボランティア活動
事業

交流

第一号被保険者（65歳以上）が、介護保険施設等で介護支援
ボランティア活動を行い、活動実績に応じてポイントを付与し、
上限を設けて転換交付金を交付する。また、市が養成する介
護予防応援隊が行なう音読や体力測定等のボランティア活動
に対して、活動実績に応じてポイントを付与し転換交付金を交
付できるようにする。

R1以前～
R9以降

2,828 高齢福祉課

介護保険第2号被保険者に
おける介護支援ボランティ
ア活動事業

交流

第二号被保険者（40歳以上65歳未満）が、介護保険施設等で
介護支援ボランティア活動を行い、活動実績に応じてポイントを
付与し、上限を設けて転換交付金を交付する。また,市が養成
する介護予防応援隊が行なう音読や体力測定等のボランティ
ア活動に対して、活動実績に応じてポイントを付与し転換交付
金を交付できるようにする。

R1以前～
R9以降

303 高齢福祉課

高齢者団体の活性化（老
人クラブ等）

交流
単位老人クラブ、老人クラブ連合会に対する補助を行う。いず
れも国の間接補助事業。老人クラブは、高齢者の地域活動の
一環として、地域交流活動や清掃奉仕活動等を実施している。

R1以前～
R9以降

1,579 高齢福祉課
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生きがいと健康づくり推進
事業

交流

市内在住の高齢者が、家庭、地域等社会の各分野で、経験と
知識及び技能を生かし、健康で生きがいをもち生活できるよう
地域の協力のもと、老人クラブ連合会に対し、スポーツ大会等
を委託。その他、高齢者の生きがいと健康づくりに資する事業
を展開。

R1以前～
R9以降

1,800 高齢福祉課

生活支援サービスの体制
整備事業

交流

単身や高齢者世帯、認知症高齢者が増加する中、高齢者が住
み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域における
ニーズを把握し、地域の実情に応じた生活支援体制を構築す
るとともに、高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくこ
とを目的に「第二層協議体」を小学校区毎に設置する。山陽小
野田市社会福祉協議会へ事業を委託。

R1以前～
R9以降

9,244 高齢福祉課

高齢者緊急時見守り事業
（地域支援事業：任意事
業）

交流

高齢者等が地域で安心して暮らせるように、地域で支えあう体
制づくりを推進する。その一つとして、相談並びに急病等の緊
急時に適切な対応を行うために業務を委託する。委託業務内
容は、緊急通報・健康相談受付業務、緊急通報装置端末の管
理業務等とする。

R1以前～
R9以降

5,905 高齢福祉課

地域介護予防活動支援事
業

交流

生活機能の低下した高齢者に対して、リハビリテーションの理
念を踏まえて「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素に
バランスよくアプローチするために、体操等介護予防に充実し
た内容を行う住民運営通いの場の立ち上げ支援を行う。併せ
て介護予防に効果的なプログラムを提供する。また、介護予
防・日常生活支援総合事業の多様なサービスに係る介護従事
者の基礎研修を実施する。

R1以前～
R9以降

684 高齢福祉課

介護予防応援隊養成事業 交流

介護予防応援隊を育成する研修の開催。家族や隣人に介護予
防の必要性や方法を広められるようになることを目的にした初
級研修と、介護予防の全般的な知識を身につけ、市が実施す
る介護予防事業等のサポートができる応援隊の養成と、養成
後のレベルアップ研修を開催する。

R1以前～
R9以降

118 高齢福祉課

介護予防把握事業 知守
訪問や関係機関との連携を通して閉じこもり等何かの支援を要
する高齢者の把握を行い、介護予防活動等へつなげる。

R1以前～
R9以降

7 高齢福祉課

認知症予防事業 知守

MCI（軽度認知障害）を、早期に発見し、認知症へ移行すること
をできる限り遅らせるために、あたまの健康チェックを実施し、
MCIの疑いがある方に対し、認知症を予防する教室（あたまの
若返り教室（あたまの健康チェック事後フォロー教室））を実施
する。

R1以前～
R9以降

629 高齢福祉課

認知症に関する普及啓発
事業

知守

今後増加する認知症高齢者を地域で支えるために、認知症に
関する普及啓発のためのイベントや認知症サポーター養成講
座等の実施に力を入れていくとともに、認知症を自分の問題と
して捉え、市民全体で認知症を支えていく意識の醸成を図る。

R1以前～
R9以降

237 高齢福祉課

認知症カフェ事業 交流

認知症の人と家族、地域住民、専門職等誰もが参加でき、認知
症の人とその家族の支援を行うとともに、地域住民へ対して認
知症理解へ向けた啓発活動を行う場として「認知症カフェ」の設
置を進める。

R1以前～
R9以降

703 高齢福祉課

障がい者地域生活支援事
業（地域づくり）

交流
支援の種類：①意思疎通支援事業②地域活動支援センター事
業③手話奉仕員等養成研修事業④障がい者スポーツ大会開
催事業⑤自発的活動支援事業

R1以前～
R9以降

7,364 障害福祉課

民生委員・児童委員活動
支援事業

交流
民生委員・児童委員が、地域の方々のよき相談相手として、ま
た行政や関係機関のパイプ役として十分に活動できるよう、民
生委員児童委員協議会の運営を支援する。

R1以前～
R9以降

16,285 社会福祉課

被保護者健康管理支援事
業

知守
生活保護利用者の健康管理を支援し、データに基づいた生活
習慣病の予防・重症化予防の推進と適正受診指導による医療
扶助費の適正化を進める。

R1以前～
R9以降

1,534 社会福祉課

公立保育所運営事業

知守
食事
運動
交流

公立保育所で保育を実施する。
（Ｒ４年度 日の出保育園・厚陽保育園）

R1以前～
R9以降

27,284
子育て支援
課
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公立保育所栄養管理ソフト
導入事業

食事

公立保育所に栄養管理ソフトを導入することにより、正確、迅速
な栄養管理や帳票管理を行い、加えて食物アレルギー管理や
誤食防止の徹底を図り、より安全な給食の提供に努める。ま
た、献立作成の際に工夫を凝らした行事食の実施も容易にな
り、食育面からの指導もきめ細かに行う。

R4～
R9以降

1,308
子育て支援
課

児童館管理運営事業 交流
市内７校区（本山・赤崎・須恵・小野田・高泊・高千帆･有帆）に
児童館を設置し、児童の健全育成及び育児相談・支援を実施
する。

R1以前～
R9以降

49,969
子育て支援
課

児童遊園施設整備事業 運動

子どもが戸外で土や緑に触れ合う機会を創出し、安全で健や
かな遊び場づくりを進めるため、市が管理している児童遊園の
整備や維持管理を行う。
また、自治会が管理している公園の施設整備に対して補助金
の支給を行う。

R1以前～
R9以降

501
子育て支援
課

国民健康保険特定健診事
業

知守

被保険者を対象とした健康診査を実施し、結果に応じて保健指
導に導くことで、疾病の早期発見と生活習慣の改善を図り、もっ
て医療費の適正化に資する。
また、特定健診の未受診について、市と民間事業者及び国保
連との委託契約により受診勧奨を実施する。

R1以前～
R9以降

55,325 国保年金課

国民健康保険特定健診事
業（みなし健診）

知守
特定健康診査未受診者のうち多数を占めている受療中の未受
診者について、みなし健診を実施。新たな受診者の掘り起こし
を行い受診率の向上を目指す。

R4～
69 国保年金課

国民健康保険保健事業
知守
運動

国民健康保険被保険者の健康増進及び疾病予防を図るため
の保健事業を行う。

国民健康保険医療費通知事業　・国民健康保険ジェネリック医
薬品推進事業　・国民健康保険がん検診事業　・こくほシェイプ
アップ事業　・国民健康保険はり・きゅう施術費補助事業　・国
保データベース（KDB）システム運用経費負担事業　・医療費適
正化啓発パンフレット作成事業

R1以前～
R9以降

18,072 国保年金課

国民健康保険健康づくり補
助事業

知守
国民健康保険被保険者の健康の維持増進を図るため、校区ふ
るさとづくり推進協議会が実施する健康づくり事業の経費の一
部について補助金を交付する。

R1以前～
R9以降

324 国保年金課

国民健康保険脳ドック事業 知守

脳疾患の多くは、自覚症状がなく進行するものであり、脳出血
や脳梗塞など、発症とともに重篤な状態となることが多い疾患
である。
脳疾患の早期発見のため、３０歳以上の国保被保険者に対し、
実施医療機関で受診する脳ドッグの費用のうち、一部を助成す
る。

R1以前～
R9以降

2,145 国保年金課

国民健康保険糖尿病性腎
症重症化予防事業

知守

糖尿病性腎症は他の疾患と比較し特異に医療費が嵩む疾患
であり、その予防は医療費適正化を推進する上で喫緊の課題
である。国、県が策定した糖尿病性腎症重症化予防プログラム
に基づき、本市の糖尿病性腎症の高リスク被保険者（対象者）
を抽出し、重症化予防のための保健指導を行う。また、受診が
必要な対象者に、適切な治療を継続されるよう勧奨を行う。

R1以前～
R9以降

1,994 国保年金課

国民健康保険歯周病検診
事業

食事

歯周病は、痛みがなく静かに進行し、歯の喪失をもたらす主要
な原因疾患であり、また糖尿病などの生活習慣病と関連してい
ると言われている。歯周病の予防は、歯・口腔だけでなく全身
の健康の面からも重要であるため、歯周病の検診を行う。対象
者は、３０歳以上の国保被保険者とし、検診に係る自己負担額
を無料とすることで、受診を促進し医療費の適正化を図る。

R2～
R9以降

1,650 国保年金課

国民健康保険脳ドック事業
（追加分）

知守

脳疾患の多くは、自覚症状がなく進行するものであり、脳出血
や脳梗塞など、発症とともに重篤な状態となることが多い疾患
である。
脳疾患の早期発見のため、３０歳以上の国保被保険者に対し、
実施医療機関で受診する脳ドッグの費用のうち、一部を助成す
る。
受診者については、年度を追う毎に申し込み人数が増加してい

R4～
R9以降

2,132 国保年金課
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高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施事業

知守
食事
運動
交流

　高齢者は、健康な状態と要介護状態の間に位置し身体的機
能や認知機能の低下が見られる状態、いわゆるフレイル状態
になりやすい傾向にあるため、高齢者の保健事業と介護予防
の実施に当たっては、効果的かつ効率的で、高齢者一人ひとり
の状況に応じたきめ細かな対応を行うことが必要である。
　こうした状況を踏まえ、市町村が中心となって高齢者の保健
事業と介護予防の一体的な実施を推進するための体制の整備
等に関する規程を盛り込んだ法律が令和２年４月１日から施行
された。
　また、この事業は、令和６年度までに、すべての市区町村に
おいて実施することとなっている。
　具体的には、KDBシステムを活用して課題を抽出し、通いの
場等で、運動、口腔、栄養、社会参加などその地域に合った内
容で、フレイル予防などの健康教育や健康相談等の事業を実
施する。

R3～
R9以降

2,393 国保年金課

乳児健康診査事業 知守

出生届出時に交付された乳児一般健康診査受診票により委託
契約締結医療機関で公費にて受診する。継続的な健康の保持
増進を図るために個票により情報を管理する。健康診査と併せ
て安否確認も行う。

R1以前～
R9以降

6,592 健康増進課

幼児健康診査事業
知守
食事

母子保健法第１３条、発達障害者支援法第５条により１歳６か
月児健康診査及び３歳児集団健康診査として実施する。運動
機能、視聴覚等の障害、発達障害を持った子どもを早期発見
し、適切な指導を行う、心身障害の進行を未然に防止するとと
もに、生活習慣等の指導を行い健康の保持増進を図る。

R1以前～
R9以降

2,435 健康増進課

発育・発達事業 知守
母子保健法第１２条、発達障害者支援法第５条及び６条、乳幼
児発達相談指導事業に基づき、幼児健康診査の心理相談、年
中児の心理相談会を実施

R1以前～
R9以降

201 健康増進課

妊娠の届出と母子健康手
帳の交付

知守
母子健康手帳及び妊婦健康診査補助券交付申請書を兼ねた
妊娠届書を提出した者に、母子健康手帳を交付する。

R1以前～
R9以降

71 健康増進課

3歳児視力検査機器整備
事業

知守
３歳児健康診査での弱視のスクリーニング検査で、近視・遠視・
斜視・乱視などの問題を早期発見・治療できるよう専門の検査
機器を整備する

R4～
R4

1,238 健康増進課

健康増進計画推進事業
（健康フェスタ）

知守
食事
運動
交流

令和元年度から山陽小野田市第２次健康増進計画の推進開
始。
市民を対象に、健康づくりの啓発の場として、また、健康増進計
画推進委員会、健康・情報ステーション、健康づくり推進協議会
の活動と協働し、計画に基づき健康づくりに関する事業を展開
した１年の集大成として健康フェスタを開催している。

R1以前～
R9以降

100 健康増進課

健康増進計画推進事業
（健康増進計画推進委員
会支援事業）

知守
食事
運動
交流

令和元年度から山陽小野田市第２次健康増進計画の推進開
始。計画に基づき、行政と協働しながら市民の生涯にわたる健
康づくりを継続的に推進していていくために健康増進計画推進
委員会が、健康・情報ステーション等と協働し、市民が主体的
に健康づくりに取り組むことができるような地域づくりを目指し
た活動の支援を行う。

R1以前～
R9以降

112 健康増進課

食育推進計画の推進
食事
交流

　平成２３年に第1次山陽小野田市食育推進計画を策定。平成
３０年度に第２次山陽小野田市食育推進計画を策定し、令和元
年度から推進。
　市民のさまざまな食課題を解決するため、家庭・学校や園・地
域が一体となって地域の特性を生かした食育事業を展開する。
また、主体的な活動ができるよう支援し、食に関するネットワー
クの強化を行う。

R1以前～
R9以降

233 健康増進課

食育推進会議 食事

　平成２３年に第1次山陽小野田市食育推進計画を策定。平成
３０年度に第２次山陽小野田市食育推進計画を策定し、平成31
年度から推進。
　第2次食育推進計画の進捗状況の確認および評価等を行う。

R1以前～
R9以降

130 健康増進課

山口東京理科大学との連
携によるフォーラムの開催

知守

山口東京理科大学の薬学部、市・大学・医師会・薬剤師会が連
携することにより、市民、市外在住者医療関係の企業・団体向
けにフォーラムを開催し、薬学部を中心とした地域の活性化と
健康ご長寿社会の実現に向けた機運の醸成を図る。

R1以前～
R9以降

500 健康増進課
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スマイルエイジング健康講
座シリーズ（随時健康教
育）

知守
食事
運動
交流

市民や企業等に対し、健康情報を得る機会として出前講座を
積極的に利用してもらうために庁内の出前講座の中の健康に
関するものを「スマイルエイジング健康講座シリーズ」としてまと
め周知する。並行してそのシリーズの題目を増やすことで、ス
マイルエイジングの推進につなげる。

R1以前～
R9以降

81 健康増進課

スマイルエイジング健康講
座外部講師シリーズ

知守
食事
運動
交流

市民や企業などに対し、健康情報を得る機会として実施する健
康講座（出前講座）の実施にあたり①講師に「地域貢献等で自
分の知識を活かしたい」と考えている市役所以外の医療・保健
等専門職を登録し、シリーズ化する。②より専門的な知識を出
前講座で市民や企業に提供する。市は、その外部講師の登録
と健康講座外部講師シリーズの周知、依頼団体と外部講師の
調整を行う。（市内専門職との協創によりスマイルエイジングを
進めていく）

R1以前～
R9以降

16 健康増進課

スマイルエイジング推進事
業

知守
食事
運動
交流

①本市の将来都市像である「活力と笑顔あふれるまち」スマイ
ルシティ山陽小野田の実現に向けて、市民の健康寿命の延伸
を目指し、笑顔で年を重ねていくことを目指すスマイルエイジン
グを全庁体制で推進する。
②スマイルエイジングチャレンジプログラムを市民に対して周知
し、楽しみながら健康づくりに取り組んでもらうことを目的に、
ホームページやチラシ等で積極的に普及啓発を行う。

R1以前～
R9以降

142 健康増進課

スマイルエイジングウォー
キング推進事業

知守
運動
交流

スマイルエイジングの４つの柱の一つである「運動」のなかでも
歩くことに特化して以下の事業を行い、市民の健康寿命の延伸
を図る。庁内の関係課で構成するワーキンググループを設置
し、各事業についての意見交換を行うとともに連携して事業を
実施する。
①ウォーキングに関するホームページの充実（動機づけの強化
及び情報発信）
②ウォーキング講座の開催
③ウォーキングマップの作成・配付
④ウォーキングマイスター制度の創設

R2～
R9以降

797 健康増進課

スマイルエイジング強化月
間事業

知守
食事
運動
交流

スマイルエイジングを推進していくにあたり、11月を「スマイルエ
イジング強化月間」として、様々な取組を展開し、健康への意識
の醸成を図る。また、すべての市民が自分や家族の健康に関
心を持つことで、健康管理に気をつけるようになり、健康寿命の
延伸につなぐ。

R2～
R9以降

422 健康増進課

スマイルエイジング薬局事
業

知守

スマイルエイジングに向けた活動を展開する薬局を「スマイル
エイジング薬局」に認定し、市民の健康づくりをサポートする健
康拠点の体制づくりを行い、市民の健康寿命の延伸を図る。
また、市薬剤師会、山陽小野田市立山口東京理科大学、行政
の産官学連携により推進体制を強化するとともに、他関係団体
とも協働して実施できるよう支援していく。

R4～
R9以降

745 健康増進課

自殺対策事業 知守

自殺対策基本法の改正（H28.4)や国の自殺対策大綱の見直し
（H29.7)、県の自殺総合対策計画（第３次）をふまえ、市の自殺
対策計画を第2次健康増進計画に組み入れて策定した。市で
は自殺に対する正しい知識の普及、人材の養成、関係機関と
の連携強化等を行っていく。また、特にコロナ禍の今だからこ
そ、こころの支援体制を強化する。

R1以前～
R9以降

92 健康増進課

ひきこもり支援事業 知守
ひきこもり状態にある者（半年以上、学校や会社に行かず、家
族以外との接点がもてない状態）やその家族が、地域の中で相
談できる体制を整備する。

R1以前～
R9以降

2,007 健康増進課

健康推進員の養成・育成・
支援

知守
運動
交流

平成６年度、国保安定化対策協議会を設置。平成８年、先進地
視察を行い、平成９年度から基礎となる講座を開催。基礎講座
修了者を対象に平成１５年度から養成講座を開催。
現在は、基礎講座も含めた養成講座の内容として、推進員を養
成し、地区活動も含めた育成及び支援を行っている。本市の健
康課題より運動習慣のない人が多いため、運動の継続を活動
支援として強化し、市民への波及効果をねらう

R1以前～
R9以降

248 健康増進課
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食生活改善推進員の養
成・育成・支援

食事
交流

昭和53年に婦人の健康づくり推進事業で食生活改善推進の教
育事業が始まり、平成9年から地域保健法の施行により、市が
食生活改善推進員を養成。
また、地区組織である食生活改善推進員の活動を支援するこ
とで、地域に根ざした食育推進事業の向上を図る。

R1以前～
R9以降

794 健康増進課

健康手帳の活用 知守

　自分の健診データや保健事業への参加状況及び受療状況等
を５年間分記録し、自己の健康管理に資する健康手帳のダウ
ンロードの周知を行い、活用を促す。また、インターネット環境
のない方のために、市で印刷した手帳を交付できるようにす
る。

R1以前～
R9以降

3 健康増進課

成人保健健康教育 知守 　市が主催で行う健康教育を実施する。
R1以前～
R9以降

332 健康増進課

成人健康相談事業 知守

　心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助
言を行い、家庭における健康管理に資することを目的として実
施。
　相談依頼者からの電話・来所相談や健康教育事業に併せて
の随時健康相談を行う。

R1以前～
R9以降

214 健康増進課

成人訪問指導事業 知守

　がん検診における精密検査受診勧奨者・各種健診事後フォ
ロー者・市国保の特定健康診査受診者の内で非肥満者及びク
レアチニン検査値・低アルブミン値で訪問基準に該当する者・
他機関からの連絡による者を対象に、小学校区別に担当する
保健師による訪問指導を実施。

R1以前～
R9以降

65 健康増進課

生保等の健康診査 知守

健康増進法第１９条の２に基づき以下の健診を実施する。
①健康診査
②訪問健康診査
ケースワーカーと連携し、周知を行う

R1以前～
R9以降

264 健康増進課

成人健康診査事業（がん検
診）

知守

健康増進法第１９条の２に基づきがん検診（胃・大腸・肺・子宮・
乳・前立腺）を実施する。
特にH31年度からは第2次健康増進計画の課題より、がん予防
対策を推進するために受診率の向上を目指す。

R1以前～
R9以降

77,647 健康増進課

結核検診 知守
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
５３条の２の規定に基づき、胸部レントゲン検査を実施する。

R1以前～
R9以降

1,625 健康増進課

新たなステージに入ったが
ん検診の総合支援事業

知守

①個別の受診勧奨・再勧奨（乳がんにターゲットを当てて実施）
②子宮頸がん検診及び乳がん検診のクーポン券等配布
③精密検査未受診者に対する受診勧奨（精密検査が必要と診
断されたが、受診されない者に対して保健師による訪問及び電
話）

R1以前～
R9以降

2,015 健康増進課

健康マイレージ事業 知守

本市の健康課題より運動習慣の無い人が多い、健診受診率が
低いことから、市民の健康づくりを応援する取組として県が実
施している「やまぐち健康マイレージ事業」及び「健幸アプリ事
業」を市も一緒に行う。参加者はチャレンジシートを入手し、健
康づくりを実践し、ポイントを貯める、もしくは健幸アプリ登録を
行い、検診受診（必須）及び歩くことでポイントを貯めて、規定さ
れたポイントがたまったら特典カード（協力店での割引サービ
ス）や抽選で景品があたるという仕組み。現在のコロナ禍の中
でスマイルエイジングをすすめていくために、この仕組みを活用
して健康づくりに取り組んでいただけるよう推進していく。

R1以前～
R9以降

143 健康増進課

女性のがん検診普及啓発
事業

知守

女性のがん（子宮・乳）検診普及啓発をがん征圧月間、ピンクリ
ボン月間に合わせて９，１０月に行い、正しい知識を広め、早期
受診を勧める①ショッピングモール等での啓発キャンペーン②
38歳女性を対象にお試し乳がん検診実施③女性限定託児付
の集団検診実施

R1以前～
R9以降

881 健康増進課

若者健康診査 知守

健康増進法、第２次健康増進計画に基づき、実施する。第２次
健康増進計画の策定により明らかとなった本市の健康課題
は、青壮年期世代からの健康づくりに取り組むことが大切なも
のが多くみられた。そこで、従来、実施していた女性の健康診
査を、対象者に男性を加え、健診を受診できる機会を提供す
る。また、健診を受診することで、生活習慣病予防に向けて、自
分の生活習慣の見直しのきっかけとする。

R2～
R9以降

883 健康増進課
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定期予防接種事業 知守

予防接種法第５条に基づき、定期予防接種事業を実施。
Ａ類：ヒブ、小児用肺炎球菌、ＢＣＧ、ＭＲ（麻しん・風しん）、四
種混合、三種混合、不活化ポリオ、水痘、日本脳炎、二種混
合、子宮頸がん、Ｂ型肝炎、ロタウイルス
Ｂ類：インフルエンザ、成人用肺炎球菌

R1以前～
R9以降

200,920 健康増進課

風しん対策事業 知守

国においては、昨今の風しんの流行状況に鑑み、抗体保有率
の低い昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれた男
性を対象とした抗体検査及びその検査結果が陰性の人への予
防接種を全国的に緊急に行う、感染拡大防止対策を講じること
とした。風しんは妊娠中の女性が感染すると、子どもに「先天性
風しん症候群」を生じる恐れがあることから、安心して子育てが
できる環境づくりの一端として実施する。

R1以前～
R6

6,546 健康増進課

成人用肺炎球菌予防接種
勧奨事業

知守

成人用肺炎球菌予防接種は、平成２６年度１０月より定期予防
接種とされ、当初は５年間の時限措置であったが、令和５年度
まで延長されることとなった。スマイルエイジング（知守）を進め
ていくうえで、予防接種は重要な要素であり、本市の死因第３
位である肺炎の罹患率を低下させるためにも勧奨等を強化す
る。

R1以前～
R6

213 健康増進課

新型コロナウイルスワクチ
ン接種確保事業

知守

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、重症者等の発生
をできる限り減らし、感染のまん延防止を図るため新型コロナ
ワクチン接種を行っている。
希望する市民が円滑に接種出来るように、医療機関等と協力
をして接種体制整備に努める。

R2～
R4

200,527 健康増進課

定期予防接種事業（子宮
頸がんワクチン）

知守

令和３年１１月２６日に施行された「予防接種法第５条第１項の
規定による予防接種の実施について」の一部改正により、子宮
頸がんワクチンの積極的勧奨が令和４年４月から再開されるこ
ととなった。増加が見込まれる接種者への対応をする。

R4～
R4

38,992 健康増進課

子宮頸がんワクチンキャッ
チアップ接種事業

知守

令和３年11月26日に施行された「予防接種法第5条第1項の規
定による予防接種の実施について」の一部改正により子宮頸
がんワクチンの積極的勧奨が令和4年4月から再開されることと
なった。積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方につ
いて、公平な接種機会を確保する観点から時限的に従来の定
期接種の対象年齢を超えた方に対してキャッチアップ接種を行
う。

R4～
R6

51,002 健康増進課

急患診療所事業 知守
利用者サービス及び医師の負担軽減のため一次救急は大切
であり急患診療所を設置し、平日夜間に内科（中学生以上）
の、軽症患者に対して適切な一次救急診療を行う。

R1以前～
R9以降

38,679 健康増進課

ＡＥＤ管理事業 知守

平成２１年度AEDを市民の安心安全を図り不測の事態に備え
るため公共施設に設置した。令和３年度より、令和３年１０月末
までで契約が終了する庁内のＡＥＤ（７２箇所）をまとめて入札・
契約を行った。

R1以前～
R9以降

2,001 健康増進課

♯７１１９（救急安心セン
ター事業）

知守

　住民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだほうが
よいのか迷うことがある。そういうときに♯７１１９の電話相談窓
口があると、専門家からアドバイスを受けることができ、住民の
安心にもつながり、また不急の救急車の出動を抑制することが
できる。山口県が令和元年７月１日から運用を開始している。

R1以前～
R9以降

1,071 健康増進課

二次救急医療体制支援事
業

知守
宇部・山陽小野田・美祢地域の広域医療圏内にある8つの救急
医療機関において、365日体制で二次救急医療に対応する。必
要経費は3市がそれぞれ人口に応じた負担をする。

R1以前～
R9以降

8,733 健康増進課

二次救急医療体制支援事
業（サポート病院分）

知守

宇部・山陽小野田・美祢地域の広域医療圏内にある9つの救急
医療機関においては、輪番制で救急患者を受け入れている
が、輪番病院が受けられない場合に患者を受け入れるサポー
ト病院についても費用が発生しているので、前年度実績に応じ
て補助金を支出する。

R1以前～
R9以降

1,315 健康増進課
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地域医療連携情報ネット
ワーク運営負担事業

知守

全国的に医師不足であり、診療体制の縮小が余儀なくされる
中、地域の限られた医療資源を効果的・効率的に活用するた
めには、「医療機関完結型」ではなく「地域医療連携による地域
完結型医療」の推進が重要となっている。そのため、医療圏に
点在する患者情報を集約、共有し、医療資源の最適化を図ると
ともに、地域における質の高い一貫した地域医療体制の整備
を図る。

R1以前～
R9以降

310 健康増進課

広域災害救急医療情報シ
ステム事業

知守
広域災害時や救急時に必要な医療機関の情報を提供するとと
もに、、適切な医療機関の選定や関係機関と連携し医療法に
基づく県内医療機関の医療機能情報の公表を行う

R1以前～
R9以降

141 健康増進課
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商業振興諸行事支援事業 交流
商業振興のために商店街等が実施するイベントに対する補助
を行う

R1以前～
R9以降

3,570 商工労働課

テニスコート改修事業
運動
交流

都市公園内にあるテニスコート３箇所(江汐公園、浜河内緑地、
須恵健康公園)について、不陸、ラインの破損が発生しているた
め改修を行う。

R1以前～
R9以降

21,610 都市計画課

園路改修事業
運動
交流

経年劣化等により都市公園内の園路や駐車場等に段差等が
生じているため、公園利用者の安全を確保するため舗装等の
改修を行う。

R4～
R5

7,436 都市計画課

スマイルエイジングパーク
事業

運動
交流

健康寿命の延伸を目指す、スマイルエイジング事業の一環とし
て、市内4か所の都市公園等で、ウォーキングコースの園路改
修や健康遊具の設置をすすめ、市民の運動習慣のきっかけづ
くりのための環境整備を行う。

R2～
R8

9,500 都市計画課

山陽地区民生委員・児童
委員活動支援事業

交流
民生委員・児童委員が、地域の方々のよき相談相手として、ま
た、行政や各関係機関のパイプ役として十分に活動していただ
くための支援を行う。

R1以前～
R9以降

市民窓口課

学校給食実施事業 食事

　学校給食法に基づき、学校給食を実施し、その充実と食育の
推進を図る。設備管理、献立作成、食材発注、調理、配送、回
収業務を行い、安全で安定した学校給食の提供を行う。また、
栄養教諭・学校栄養職員巡回指導や調理実習室を利用した料
理教室など食育事業を実施する。

R1以前～
R9以降

128,322
学校給食セ
ンター

いじめ・不登校に対する支
援事業

知守

臨床心理士や学校教員ＯＢなどの専門的な知識や経験を有す
る者で構成する心の支援室を設置し、２箇所のふれあい相談
室と学校に出かけて、いじめの解消や不登校児童生徒の学校
復帰に向けた支援を行う。

R1以前～
R9以降

20,402 学校教育課

埴生幼稚園栄養管理ソフト
導入事業

食事

現在、埴生幼稚園では、栄養士１名が独自で献立を作成し自
園調理を行っているが、幼稚園には栄養管理ソフトがないた
め、学校給食センターから借用したものを使用している。しか
し、学校給食に対応したソフトでは、栄養価の基準値や量が幼
稚園給食分とは異なるため、園児に応じた個別の数値を入力
する等、安全に給食を提供するために多大な時間と労力を要し
ている。このような状況を改善するため、幼稚園給食に対応し
た栄養管理ソフトを導入する。
このソフトの導入により、食物アレルギー管理の安全性を向上
させることができる。加えて、食育指導や工夫を凝らした献立作
成業務に時間を費やすことができ、栄養価の数値以外の様々
な面に配慮した献立作成を行うことが可能になる。

R4～
R9以降

436 学校教育課

児童生徒及び教職員健康
診断事業

知守
学校保健安全法に基づき、児童生徒と教職員の健康診断を行
う。

R1以前～
R9以降

13,893 学校教育課

心ときめき教室開催事業 知守

次代を担う児童生徒の創造性、主体性、社会性を育てるため､
豊富な知識や経験、技術を有する保護者や身近な地域の人々
に教育活動協力者となっていただき、教科書を使用した授業と
は異なる多彩で活発な授業を実施する。

R1以前～
R9以降

581 学校教育課

社会教育関係団体等の育
成・支援事業

交流

社会教育関係団体の事業費等を補助し、各団体の自主的な事
業活動を支援している。（対象団体：市連合女性会、校区女性
会・婦人会、青年団体連絡協議会等）その他スポーツ少年団、
ボーイスカウト・ガールスカウトへ教育文化振興助成金を交付し
ている。

R1以前～
R9以降

1,547 社会教育課

宿泊研修施設きらら交流館
管理運営事業

交流

平成13年に開館。平成21年度から指定管理者制度の導入。指
定管理者制度を継続し、サービスの向上、適切な施設保守管
理・設備更新を行い、利用者満足度の向上を図る。
施設の今後のあり方について、観光要素をクローズアップした
利用拡大の研究、周辺施設との連携といった庁内協議を進め
る。

R1以前～
R6

38,730 社会教育課

読書会等読書普及事業 知守 読書会や図書館講座等を通して生涯学習の機会を提供する。
R1以前～
R9以降

582
中央・厚狭図
書館
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中央図書館管理事業 知守

市民の生涯学習や地域社会の教育力向上に資するため、資料
情報の収集・提供を行い、地域の情報拠点としての機能の充
実を図る。
また、学校司書等と連携して行う本の読み聞かせ、閲覧、貸出
や、厚狭図書館、分館との相互貸借、各公民館や山口東京理
科大学等へ図書の配本や回収を行う。

R1以前～
R9以降

20,384
中央・厚狭図
書館

厚狭図書館管理事業 知守

市民の生涯学習や地域社会の教育力向上に資するため、資料
情報の収集・提供を行い、地域の情報拠点としての機能の充
実を図る。
また、学校司書や保育園等と連携して行う本の読み聞かせ、閲
覧、貸出や、中央図書館との相互貸借、各公民館や児童クラ
ブ、福祉施設等へ図書の配本や回収を行う。

R1以前～
R9以降

1,087
中央・厚狭図
書館
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